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　　　　　　　　　　　　　　　本号で公布された条例のあらまし

◇愛知県議会の議員及び愛知県知事の選挙における自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条
例（条例第32号）

１　公職選挙法施行令の一部改正に伴い、愛知県議会の議員及び愛知県知事の選挙における自動車の使用等
に要する経費に係る公費負担の限度額を引き上げることとした。

２　この条例は、公布の日から施行し、最初にその期日を告示される選挙から適用することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県事務処理特例条例の一部を改正する条例（条例第33号）
１　保健師助産師看護師法施行令及び建築基準法の一部改正に伴い、規定の整理を行うこととした。
２　この条例は、公布の日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県議会の議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例（条例第34号）
１　愛知県議会の議員の選挙における選挙公報の掲載文を電磁的記録により提出することができることとし

た。
２　この条例は、公布の日から施行し、最初にその期日を告示される愛知県議会の議員の一般選挙から適用

することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県手数料条例の一部を改正する条例（条例第35号）
１　免許状有効期間更新手数料始め５手数料を廃止することとした。
２　その他必要な規定の整備を行うこととした。
３　この条例は、公布の日から施行することとした。ただし、２の一部については、令和４年10月１日から
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施行することとした。

　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県県税条例の一部を改正する条例（条例第36号）
１　個人の県民税
　　上場株式等に係る配当所得等について、納税義務者が所得税において選択した課税方式と一致させる等

の規定の整備を行うこととした。
２　不動産取得税
　　不動産取得税の納税義務者が不動産を取得した日から60日以内にすべき申告書の提出について、当該期

間内に当該不動産の取得につき不動産登記法による表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合
は、不要とすることとした。

３　その他必要な規定の整備を行うこととした。
４　この条例は、令和５年４月１日から施行することとした。ただし、１については令和６年１月１日から、

３の一部については令和４年10月１日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律等の一部を改正する法律附則第１条ただし書に規定する規定の施行の日又は農業経営基盤強化促進法
等の一部を改正する法律の施行の日から施行することとした。

　　　　　　　　　　　　　　　　
◇過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例（条例第37号）
１　租税特別措置法等の一部改正に伴い、規定の整理を行うこととした。
２　この条例は、公布の日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県職員定数条例の一部を改正する条例（条例第38号）
１　条例本則に規定する定数を超えて置く職員が従事する事務を追加することとした。
２　この条例は、公布の日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（条例第39号）
１　職員が妻の出産に係る子等を養育する場合に与える特別休暇の対象期間を拡大することとした。
２　この条例は、令和４年10月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（条例第40号）
１　一般職の非常勤職員について、１歳以上の子に係る育児休業を配偶者と交替で取得することができるよ

う、１歳到達日等の翌日でない日からの取得も可能とすることとした。
２　その他必要な規定の整備を行うこととした。
３　この条例は、令和４年10月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県立自然公園条例の一部を改正する条例（条例第41号）
１　県立自然公園における質の高い自然体験活動の促進に関し、市町村の組織する協議会が自然体験活動促

進計画を作成し、知事の認定を受けた場合には、計画に記載された事業の実施に必要な許可等を不要とす
ることとした。

２　県立自然公園における利用拠点の整備改善に関し、市町村の組織する協議会が利用拠点整備改善計画を
作成し、知事の認定を受けた場合には、計画に記載された事業の実施に必要な許認可等を不要とすること
とした。

３　特別地域等において、野生動物に餌を与えること等の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で、公園利用
に支障を及ぼすおそれのあるものをみだりに行うことを規制し、指示に従わない場合について、30万円
以下の罰金を科することとした。

４　特別地域の行為規制に違反した場合の罰則を引き上げることとした。
５　この条例は、令和４年10月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県都市公園条例の一部を改正する条例（条例第42号）
１　愛・地球博記念公園のコインロッカー使用料及びクローク使用料の額を定めることとした。
２　愛・地球博記念公園の駐車場使用料の額を改定することとした。
３　その他必要な規定の整備を行うこととした。
４　この条例は、令和４年10月１日から施行することとした。ただし、２については同年11月１日から、３

については公布の日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇アジア競技大会基金条例の一部を改正する条例（条例第43号）
１　基金の設置の目的に第５回アジアパラ競技大会の開催に必要な財源の確保を追加するとともに、基金の

名称をアジア・アジアパラ競技大会基金に変更することとした。
２　この条例は、公布の日から施行することとした。
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条 例

　 愛 知 県 議 会 の 議 員 及 び 愛 知 県 知 事 の 選 挙 に お け る 自 動 車 の 使 用 等 の 公 営 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 四 年 七 月 五 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章

愛 知 県 条 例 第 三 十 二 号

愛 知 県 議 会 の 議 員 及 び 愛 知 県 知 事 の 選 挙 に お け る 自 動 車 の 使 用 等 の 公 営 に 関 す る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 議 会 の 議 員 及 び 愛 知 県 知 事 の 選 挙 に お け る 自 動 車 の 使 用 等 の 公 営 に 関 す る 条 例 （ 平 成 五

年 愛 知 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 四 条 第 一 項 第 二 号 イ 中 「 一 万 五 千 八 百 円 」 を 「 一 万 六 千 百 円 」 に 改 め 、 同 号 ロ 中 「 七 千 五 百

六 十 円 」 を 「 七 千 七 百 円 」 に 改 め る 。

　 第 五 条 第 一 項 第 一 号 中 「 七 円 五 十 一 銭 」 を 「 七 円 七 十 三 銭 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 三 十 七 万

五 千 五 百 円 と 五 円 二 銭 」 を 「 三 十 八 万 六 千 五 百 円 と 五 円 十 八 銭 」 に 改 め る 。

　 第 六 条 第 一 号 中 「 五 百 二 十 五 円 六 銭 」 を 「 五 百 四 十 一 円 三 十 一 銭 」 に 、 「 三 十 一 万 五 百 円 」 を 「 三

十 一 万 六 千 二 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 「 二 十 七 円 五 十 銭 」 を 「 二 十 八 円 三 十 五 銭 」 に 、

「 五 十 七 万 三 千 三 十 円 」 を 「 五 十 八 万 六 千 九 百 五 円 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

１　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２　 改 正 後 の 愛 知 県 議 会 の 議 員 及 び 愛 知 県 知 事 の 選 挙 に お け る 自 動 車 の 使 用 等 の 公 営 に 関 す る 条

例 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 そ の 期 日 を 告 示 さ れ る 選 挙 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に そ

の 期 日 を 告 示 さ れ た 選 挙 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

　 愛 知 県 事 務 処 理 特 例 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 四 年 七 月 五 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章

愛 知 県 条 例 第 三 十 三 号

　　　 愛 知 県 事 務 処 理 特 例 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 事 務 処 理 特 例 条 例 （ 平 成 十 一 年 愛 知 県 条 例 第 五 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 六 の 四 の 項 中 「 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 政 令 」 と い う 。 」 及 び 「 、 法 第 十 九 条 第 一 号 、 第

二 十 条 第 一 号 、 第 二 十 一 条 第 二 号 及 び 第 二 十 二 条 第 一 号 の 規 定 に よ る 学 校 の 指 定 」 を 削 り 、 「 第 二

十 一 条 第 一 号 の 規 定 に よ る 大 学 の 指 定 、 同 条 第 三 号 」 を 「 第 二 十 一 条 第 三 号 」 に 、 「 並 び に 法 」 を
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「 及 び 法 」 に 、 「 政 令 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 学 校 養 成 所 及 び 政 令 第 二 十 条 に 規 定 す る 指 定

准 看 護 師 養 成 所 」 を 「 こ れ ら の 指 定 を 受 け た 保 健 師 養 成 所 、 助 産 師 養 成 所 、 看 護 師 養 成 所 及 び 准

看 護 師 養 成 所 」 に 改 め る 。

　 別 表 第 十 二 の 二 の 項 中 「 第 八 十 五 条 第 三 項 及 び 第 五 項 」 を 「 第 八 十 五 条 第 三 項 、 第 五 項 及 び 第

六 項 」 に 、 「 第 八 十 七 条 の 三 第 三 項 及 び 第 五 項 」 を 「 第 八 十 七 条 の 三 第 三 項 、 第 五 項 及 び 第 六 項 」

に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 議 会 の 議 員 の 選 挙 に お け る 選 挙 公 報 の 発 行 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に

公 布 す る 。

　　 令 和 四 年 七 月 五 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章

愛 知 県 条 例 第 三 十 四 号

　　　 愛 知 県 議 会 の 議 員 の 選 挙 に お け る 選 挙 公 報 の 発 行 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 議 会 の 議 員 の 選 挙 に お け る 選 挙 公 報 の 発 行 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 愛 知 県 条 例 第 六

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 三 条 第 二 項 中 「 記 載 し て は 」 を 「 記 載 し 、 又 は 記 録 し て は 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

１　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２　 改 正 後 の 愛 知 県 議 会 の 議 員 の 選 挙 に お け る 選 挙 公 報 の 発 行 に 関 す る 条 例 の 規 定 は 、 こ の 条 例

の 施 行 の 日 以 後 そ の 期 日 を 告 示 さ れ る 愛 知 県 議 会 の 議 員 の 一 般 選 挙 か ら 適 用 し 、 当 該 選 挙 の 告

示 の 日 の 前 日 ま で に そ の 期 日 を 告 示 さ れ る 選 挙 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

　 愛 知 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 四 年 七 月 五 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章

愛 知 県 条 例 第 三 十 五 号

　　　 愛 知 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 十 四 建 築 確 認 等 事 務 の 項 中

「
仮 設 建 築 物 建

築 許 可 申 請 手

数 料

建 築 基 準 法 第 八 十 五 条 第 六

項 の 規 定 に 基 づ く 許 可 に 係

る も の

一 件 に つ き 一 六 〇 、 〇 〇 〇

を
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そ の 他 の 許 可 に 係 る も の 一 件 に つ き 一 二 〇 、 〇 〇 〇
」

「
仮 設 建 築 物 建

築 許 可 申 請 手

数 料

建 築 基 準 法 第 八 十 五 条 第 六

項 の 規 定 に 基 づ く 許 可 に 係

る も の

一 件 に つ き 一 二 〇 、 〇 〇 〇

に 、

建 築 基 準 法 第 八 十 五 条 第 七

項 の 規 定 に 基 づ く 許 可 に 係

る も の

一 件 に つ き 一 六 〇 、 〇 〇 〇
」

「
興 行 場 等 へ の

一 時 的 な 用 途

変 更 に 係 る 建

築 物 の 使 用 許

可 申 請 手 数 料
建 築 基 準 法 第 八 十 七 条 の 三

第 六 項 の 規 定 に 基 づ く 許 可

に 係 る も の

一 件 に つ き 一 六 〇 、 〇 〇 〇

を

そ の 他 の 許 可 に 係 る も の 一 件 に つ き 一 二 〇 、 〇 〇 〇
」

「
興 行 場 等 へ の

一 時 的 な 用 途

変 更 に 係 る 建

築 物 の 使 用 許

可 申 請 手 数 料
建 築 基 準 法 第 八 十 七 条 の 三

第 六 項 の 規 定 に 基 づ く 許 可

に 係 る も の

一 件 に つ き 一 二 〇 、 〇 〇 〇

に 改 め 、

建 築 基 準 法 第 八 十 七 条 の 三

第 七 項 の 規 定 に 基 づ く 許 可

に 係 る も の

一 件 に つ き 一 六 〇 、 〇 〇 〇
」

同 表 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 認 定 事 務 の 項 中 「 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 認 定 事 務 」 を 「 長 期 優 良

住 宅 建 築 等 計 画 等 認 定 事 務 」 に 、 「 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 認 定 申 請 手 数 料 」 を 「 長 期 優 良 住 宅 建

築 等 計 画 等 認 定 申 請 手 数 料 」 に 、 「 新 築 に 係 る も の 」 を 「 新 築 に 係 る 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に

関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 年 法 律 第 八 十 七 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） 第 五 条 第 一 項 に 規

定 す る 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 」 と い う 。 ） の 認

定 の 申 請 」 に 、 「 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 年 法 律 第 八 十 七 号 。 以 下 こ の

項 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） 」 を 「 法 」 に 、

「

一 戸 建 て 住 宅 一 戸 に つ き 一 九 、 一 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 五 以 下

の も の

一 戸 に つ き

二 七 、 七 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 戸 に つ き

四 一 、 二 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

法 第
二 条
第 四
項 に
規 定

す る
長 期

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 三 十 以 下

の も の

一 戸 に つ き

五 四 、 六 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総 戸

九 三 、 〇 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て
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使 用
構 造

等 で
あ る

旨 を
登 録

住 宅
性 能
評 価
機 関
が 確
認 し

た 場
合

共
同
住
宅
等

数 が 三 十 一

以 上 五 十 以

下 の も の

一 戸 に つ き 同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 五 二 、 六 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

二 四 四 、 八 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

住
宅

の
増

築
又

は
改

築
に
係
る
も
の

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 戸 に つ き

二 九 八 、 五 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 戸 に つ き

三 一 七 、 七 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

を

一 戸 建 て 住 宅 一 戸 に つ き 七 五 、 三 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 五 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 六 三 、 一 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 戸 に つ き

二 五 四 、 九 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 三 十 以 下

の も の

一 戸 に つ き

四 九 三 、 五 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

そ の
他 の

場 合

共
同
住
宅
等

一 棟 の 総 戸

数 が 三 十 一

以 上 五 十 以

下 の も の

一 戸 に つ き

八 七 五 、 六 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 、 四 九 七 、 九 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

二 、 七 六 二 、 五 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に
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上 二 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 戸 に つ き

三 、 九 四 二 、 七 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 戸 に つ き

四 、 八 二 七 、 六 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

」

「

一 戸 建 て 住 宅 一 戸 に つ き 一 九 、 一 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 五 以 下

の も の

一 戸 に つ き

二 七 、 七 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 戸 に つ き

四 一 、 二 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

法 第
二 条

第 四
項 に

規 定
す る

長 期
使 用

構 造
等 で

あ る
旨 を

登 録
住 宅

性 能
評 価

機 関
が 確

認 し
た 場

合

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 三 十 以 下

の も の

一 戸 に つ き

五 四 、 六 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

共
同
住
宅
等

一 棟 の 総 戸

数 が 三 十 一

以 上 五 十 以

下 の も の

一 戸 に つ き

九 三 、 〇 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 五 二 、 六 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

住
宅
の
増
築
又
は
改
築
に

係

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

二 四 四 、 八 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 戸 に つ き

二 九 八 、 五 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

三 一 七 、 七 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い
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る
長

期
優

良
住

宅
建
築
等
計
画

の
認

定
の

申
請

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 戸 に つ き て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 戸 建 て 住 宅 一 戸 に つ き 七 五 、 三 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 五 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 六 三 、 一 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 戸 に つ き

二 五 四 、 九 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 三 十 以 下

の も の

一 戸 に つ き

四 九 三 、 五 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

そ の
他 の

場 合

共
同
住

宅
等

一 棟 の 総 戸

数 が 三 十 一

以 上 五 十 以

下 の も の

一 戸 に つ き

八 七 五 、 六 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 、 四 九 七 、 九 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

二 、 七 六 二 、 五 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 戸 に つ き

三 、 九 四 二 、 七 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 戸 に つ き

四 、 八 二 七 、 六 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 戸 建 て 住 宅 一 戸 に つ き 一 九 、 一 〇 〇

に 、 「 長 期 優 良 住 宅 建 築

一 棟 の 総 戸

数 が 五 以 下

の も の

一 戸 に つ き

二 七 、 七 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額
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一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 戸 に つ き

四 一 、 二 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

法 第
二 条
第 四
項 に

規 定
す る

長 期
使 用

構 造
等 で
あ る

旨 を
登 録

住 宅
性 能

評 価
機 関

が 確
認 し

た 場
合

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 三 十 以 下

の も の

一 戸 に つ き

五 四 、 六 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

共
同
住
宅
等

一 棟 の 総 戸

数 が 三 十 一

以 上 五 十 以

下 の も の

一 戸 に つ き

九 三 、 〇 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 五 二 、 六 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

法
第

五
条

第
六

項
に

規
定

す
る

長
期

優
良

住
宅

維
持

保
全

計
画

の
認

定
の

申
請

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

二 四 四 、 八 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 戸 に つ き

二 九 八 、 五 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 戸 に つ き

三 一 七 、 七 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 戸 建 て 住 宅 一 戸 に つ き 七 五 、 三 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 五 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 六 三 、 一 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 戸 に つ き

二 五 四 、 九 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 三 十 以 下

の も の

一 戸 に つ き

四 九 三 、 五 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額
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そ の
他 の
場 合

共
同
住

宅
等

一 棟 の 総 戸

数 が 三 十 一

以 上 五 十 以

下 の も の

一 戸 に つ き

八 七 五 、 六 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 、 四 九 七 、 九 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

二 、 七 六 二 、 五 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 戸 に つ き

三 、 九 四 二 、 七 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 戸 に つ き

四 、 八 二 七 、 六 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

」

等 計 画 変 更 認 定 申 請 手 数 料 」 を 「 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 等 変 更 認 定 申 請 手 数 料 」 に 、 「 新 築 に つ

い て 法 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 」 を 「 新 築 に つ い て 」 に 、

「

一 戸 建 て 住 宅 一 戸 に つ き 五 、 二 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 五 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 〇 、 五 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

住
宅
の
増
築
又
は
改
築
に
つ
い
て
法
第
五
条

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 戸 に つ き

一 八 、 六 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

法 第
二 条
第 四
項 に
規 定
す る
長 期
使 用
構 造
等 で
あ る
旨 を
登 録

住 宅

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 三 十 以 下

の も の

一 戸 に つ き

二 六 、 六 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

共
同
住
宅

等

一 棟 の 総 戸

数 が 三 十 一

以 上 五 十 以

下 の も の

一 戸 に つ き

四 九 、 六 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

八 五 、 三 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て
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第
一

項
に

規
定

す
る

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

認
定

を
受

け
た

住
宅

に
係

る
法

第
九

条
第

一
項

又
は

第
三

項
の

規
定

に
よ

る
も

の
以

外
の

変
更

の
認

定
の

申
請

性 能
評 価
機 関

が 確
認 し

た 場
合

以 上 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き 同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 四 〇 、 六 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 戸 に つ き

一 七 二 、 九 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 戸 に つ き

一 八 四 、 四 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

を

一 戸 建 て 住 宅 一 戸 に つ き 三 三 、 四 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 五 以 下

の も の

一 戸 に つ き

七 八 、 二 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 戸 に つ き

一 二 五 、 五 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 三 十 以 下

の も の

一 戸 に つ き

二 四 六 、 〇 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

そ の
他 の
場 合

共
同
住
宅
等

一 棟 の 総 戸

数 が 三 十 一

以 上 五 十 以

下 の も の

一 戸 に つ き

四 四 〇 、 九 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

七 五 八 、 〇 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 、 三 九 九 、 六 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以 一 戸 に つ き

一 、 九 九 五 、 〇 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が
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下 の も の 行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 戸 に つ き

二 、 四 三 九 、 四 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

」

「

一 戸 建 て 住 宅 一 戸 に つ き 五 、 二 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 五 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 〇 、 五 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 戸 に つ き

一 八 、 六 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

住
宅
の
増
築
又
は
改
築
に
つ
い
て
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定
を
受
け
た
住
宅
に
係
る
法

法 第
二 条

第 四
項 に

規 定
す る

長 期
使 用
構 造
等 で
あ る
旨 を

登 録
住 宅

性 能
評 価

機 関
が 確
認 し
た 場
合

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 三 十 以 下

の も の

一 戸 に つ き

二 六 、 六 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

共
同
住
宅
等

一 棟 の 総 戸

数 が 三 十 一

以 上 五 十 以

下 の も の

一 戸 に つ き

四 九 、 六 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

八 五 、 三 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 四 〇 、 六 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 戸 に つ き

一 七 二 、 九 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 戸 に つ き

一 八 四 、 四 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 戸 建 て 住 宅 一 戸 に つ き 三 三 、 四 〇 〇
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第
九

条
第

一
項

又
は
第

三
項

の
規
定
に
よ
る
も
の

以
外

の
変
更

の
認
定
の

申
請

一 棟 の 総 戸

数 が 五 以 下

の も の

一 戸 に つ き

七 八 、 二 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 戸 に つ き

一 二 五 、 五 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 三 十 以 下

の も の

一 戸 に つ き

二 四 六 、 〇 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

そ の
他 の

場 合

共
同
住
宅
等

一 棟 の 総 戸

数 が 三 十 一

以 上 五 十 以

下 の も の

一 戸 に つ き

四 四 〇 、 九 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

七 五 八 、 〇 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 、 三 九 九 、 六 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 戸 に つ き

一 、 九 九 五 、 〇 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 戸 に つ き

二 、 四 三 九 、 四 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 戸 建 て 住 宅 一 戸 に つ き 五 、 二 〇 〇

に 改 め る 。

一 棟 の 総 戸

数 が 五 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 〇 、 五 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 戸 に つ き

一 八 、 六 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

法 第 一 棟 の 総 戸 二 六 、 六 〇 〇 円 を 同
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二 条
第 四

項 に
規 定

す る
長 期
使 用
構 造
等 で
あ る

旨 を
登 録

住 宅
性 能

評 価
機 関

が 確
認 し
た 場

合

数 が 十 一 以

上 三 十 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

共
同

住
宅

等

一 棟 の 総 戸

数 が 三 十 一

以 上 五 十 以

下 の も の

一 戸 に つ き

四 九 、 六 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

法
第
五
条
第
六
項

に
規

定
す

る
長
期

優
良
住
宅
維
持

保
全
計
画
の
認
定
を
受
け

た
住
宅
に
係
る
変
更
の
認
定
の
申
請

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

八 五 、 三 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 四 〇 、 六 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 戸 に つ き

一 七 二 、 九 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 戸 に つ き

一 八 四 、 四 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 戸 建 て 住 宅 一 戸 に つ き 三 三 、 四 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 五 以 下

の も の

一 戸 に つ き

七 八 、 二 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 戸 に つ き

一 二 五 、 五 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 三 十 以 下

の も の

一 戸 に つ き

二 四 六 、 〇 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

そ の
他 の

場 合

共
同
住

宅
等

一 棟 の 総 戸

数 が 三 十 一

以 上 五 十 以

下 の も の

一 戸 に つ き

四 四 〇 、 九 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一 一 戸 に つ き

七 五 八 、 〇 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ
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以 上 百 以 下

の も の れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 、 三 九 九 、 六 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 戸 に つ き

一 、 九 九 五 、 〇 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 戸 に つ き

二 、 四 三 九 、 四 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

」

　 別 表 第 十 五 教 育 職 員 免 許 事 務 の 項 中

「 教 育 職 員 検 定

手 数 料 一 件 に つ き 一 、 八 〇 〇

免 許 状 有 効 期

間 更 新 手 数 料 一 件 に つ き 三 、 〇 〇 〇

免 許 状 有 効 期

間 延 長 手 数 料 一 件 に つ き 三 、 〇 〇 〇

免 許 状 更 新 講

習 修 了 確 認 手

数 料

一 件 に つ き 三 、 〇 〇 〇

を

免 許 状 更 新 講

習 修 了 確 認 期

限 延 期 手 数 料

一 件 に つ き 三 、 〇 〇 〇

免 許 状 更 新 講

習 免 除 手 数 料 一 件 に つ き 三 、 〇 〇 〇
」

「 教 育 職 員 検 定

手 数 料 一 件 に つ き 一 、 八 〇 〇
」
に 改 め

る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 十 四 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 認 定 事 務 の

項 の 改 正 規 定 は 、 令 和 四 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 四 年 七 月 五 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章

愛 知 県 条 例 第 三 十 六 号
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　　　 愛 知 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 愛 知 県 条 例 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 四 十 三 条 第 四 項 中 「 第 四 十 三 条 の 八 の 二 第 二 項 及 び 第 四 十 三 条 の 八 の 三 第 二 項 」 を 「 第 四 十

三 条 の 八 の 二 並 び に 第 四 十 三 条 の 八 の 三 第 一 項 及 び 第 二 項 」 に 改 め る 。

　 第 四 十 三 条 の 七 第 一 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。

　 た だ し 、 当 該 不 動 産 の 取 得 に つ い て 、 当 該 期 間 内 に 不 動 産 登 記 法 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 二 十

三 号 ） 第 十 八 条 の 規 定 に よ り 表 示 に 関 す る 登 記 又 は 所 有 権 の 登 記 の 申 請 を し た 場 合 （ 同 法 第 二

十 五 条 の 規 定 に よ り 当 該 申 請 が 却 下 さ れ た 場 合 を 除 く 。 ） は 、 こ の 限 り で な い 。

　 第 四 十 三 条 の 七 第 二 項 中 「 以 内 に 」 を 「 以 内 に 、 」 に 改 め 、 「 経 由 し て 」 の 下 に 「 （ 当 該 不 動 産 の

取 得 に つ い て 、 当 該 期 間 内 に 不 動 産 登 記 法 第 十 八 条 の 規 定 に よ り 表 示 に 関 す る 登 記 又 は 所 有 権 の

登 記 の 申 請 を し た 場 合 （ 同 法 第 二 十 五 条 の 規 定 に よ り 当 該 申 請 が 却 下 さ れ た 場 合 を 除 く 。 ） は 、 直

接 ） 」 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２　 前 項 た だ し 書 の 場 合 に お い て も 、 知 事 は 、 不 動 産 取 得 税 の 賦 課 徴 収 に つ い て 必 要 が あ る と 認

め る と き は 、 当 該 納 税 義 務 者 に 、 規 則 で 定 め る 申 告 書 を 知 事 に 提 出 さ せ る こ と が で き る 。

　 第 四 十 三 条 の 八 中 「 前 条 」 を 「 前 条 第 一 項 又 は 第 三 項 」 に 改 め る 。

　 第 四 十 三 条 の 八 の 二 第 一 項 中 「 第 四 十 三 条 の 七 第 一 項 に 規 定 す る 申 告 書 の 提 出 期 限 ま で 」 を 「 当

該 家 屋 の 専 有 部 分 を 取 得 し た 日 か ら 六 十 日 以 内 」 に 改 め る 。

　 第 四 十 三 条 の 八 の 三 第 一 項 中 「 第 四 十 三 条 の 七 第 一 項 に 規 定 す る 申 告 書 の 提 出 期 限 ま で 」 を 「 当

該 居 住 用 超 高 層 建 築 物 の 専 有 部 分 を 取 得 し た 日 か ら 六 十 日 以 内 」 に 改 め る 。

　 第 四 十 三 条 の 九 中 「 第 七 十 三 条 の 十 八 第 三 項 」 を 「 第 七 十 三 条 の 十 八 第 四 項 」 に 、 「 に よ つ て 」

を 「 に よ り 」 に 、 「 に お い て は 」 を 「 に は 」 に 改 め る 。

　 第 四 十 三 条 の 十 四 第 二 項 中 「 第 四 十 三 条 の 七 第 一 項 の 規 定 に よ り 不 動 産 取 得 税 の 賦 課 徴 収 に 関

す る 申 告 を す る 際 に 併 せ て 」 を 「 当 該 取 得 の 日 か ら 六 十 日 以 内 に 、 」 に 改 め る 。

　 附 則 第 七 条 第 一 項 中 「 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 第 十 九 条 の 規 定 に よ る 公 告 が あ つ た 農 用 地 利 用

集 積 計 画 」 を 「 農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 十 八 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 公 告 が あ つ た

農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 」 に 、 「 令 和 三 年 四 月 一 日 」 を 「 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 等 の 一 部 を 改

正 す る 法 律 （ 令 和 四 年 法 律 第 五 十 六 号 ） の 施 行 の 日 」 に 改 め 、 同 条 第 八 項 中 「 第 十 条 第 二 号 」 を

「 第 十 一 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 十 七 項 中 「 第 十 二 条 の 二 第 一 項 」 を 「 第 十 二 条 の 二 の 二 第 一 項 」

に 改 め る 。

　 附 則 第 十 八 条 第 二 項 中 「 当 該 特 定 上 場 株 式 等 の 配 当 等 の 支 払 を 受 け る べ き 年 の 翌 年 の 四 月 一 日

の 属 す る 年 度 分 の 県 民 税 」 を 「 前 年 分 の 所 得 税 」 に 、 「 に つ き 前 項 」 を 「 に つ き 同 条 第 一 項 」 に 、

「 受 け よ う と す る 旨 の 記 載 の あ る 法 第 三 十 二 条 第 十 三 項 に 規 定 す る 特 定 配 当 等 申 告 書 を 提 出 し た 」

を 「 受 け た 」 に 改 め 、 「 （ 法 附 則 第 三 十 三 条 の 二 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ） 」 及 び 「 も の と

し 、 県 民 税 の 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 中 に 支 払 を 受 け る べ き 特 定 上 場 株 式 等 の 配 当 等 に 係 る 配

当 所 得 に つ い て 第 四 十 二 条 の 三 及 び 第 四 十 二 条 の 四 の 規 定 の 適 用 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 納 税 義
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務 者 が 前 年 中 に 支 払 を 受 け る べ き 他 の 特 定 上 場 株 式 等 の 配 当 等 に 係 る 配 当 所 得 に つ い て は 、 前 項

の 規 定 は 、 適 用 し な い 」 を 削 る 。

　 附 則 第 二 十 三 条 の 二 の 五 第 一 項 中 「 年 の 末 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の 県 民 税 」 を 「 年 分 の 所 得

税 」 に 、 「 法 第 四 十 五 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 」 を 「 所 得 税 法 第 二 条 第 一 項 第 三 十 七 号 の

確 定 申 告 書 （ 租 税 特 別 措 置 法 第 三 十 七 条 の 十 二 の 二 第 九 項 （ 同 法 第 三 十 七 条 の 十 三 の 二 第 十 項 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に お い て 準 用 す る 所 得 税 法 第 百 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 告 書

を 含 む 。 第 四 項 に お い て 「 確 定 申 告 書 」 と い う 。 ） 」 に 、 「 市 町 村 長 に お い て や む を 得 な い 事 情 が あ

る と 認 め る 場 合 に は 、 当 該 申 告 書 を そ の 提 出 期 限 後 に お い て 県 民 税 の 納 税 通 知 書 が 送 達 さ れ る 時

ま で に 提 出 し た 場 合 を 含 む 」 を 「 租 税 特 別 措 置 法 第 三 十 七 条 の 十 二 の 二 第 一 項 の 規 定 の 適 用 が あ

る 場 合 に 限 る 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 年 の 末 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の 県 民 税 」 を 「 年 分 の 所

得 税 」 に 、 「 上 場 株 式 等 に 係 る 譲 渡 損 失 の 金 額 の 控 除 に 関 す る 事 項 を 記 載 し た 法 第 四 十 五 条 の 二 第

一 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 （ 法 附 則 第 三 十 五 条 の 二 の 六 第 八 項 に お い て 準 用 す る 法 第 四

十 五 条 の 二 第 四 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 「 確 定 申 告 書 」 に

改 め 、 「 （ 市 町 村 長 に お い て や む を 得 な い 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 に は 、 こ れ ら の 申 告 書 を そ の 提

出 期 限 後 に お い て 県 民 税 の 納 税 通 知 書 が 送 達 さ れ る 時 ま で に 提 出 し た 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 削 り 、 「 年

度 分 の 県 民 税 」 を 「 年 分 の 所 得 税 」 に 、 「 こ れ ら の 申 告 書 （ そ の 提 出 期 限 後 に お い て 県 民 税 の 納 税

通 知 書 が 送 達 さ れ る 時 ま で に 提 出 さ れ た も の を 含 む 。 ） 」 を 「 確 定 申 告 書 」 に 改 め 、 「 と き 」 の 下 に

「 （ 租 税 特 別 措 置 法 第 三 十 七 条 の 十 二 の 二 第 五 項 の 規 定 の 適 用 が あ る と き に 限 る 。 ） 」 を 加 え る 。

　　　 附　 則

　 （ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号

に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

　 一　 附 則 第 七 条 第 八 項 の 改 正 規 定　 令 和 四 年 十 月 一 日

　 二　 附 則 第 十 八 条 第 二 項 並 び に 第 二 十 三 条 の 二 の 五 第 一 項 及 び 第 四 項 の 改 正 規 定 並 び に 次 項 及

び 附 則 第 三 項 の 規 定　 令 和 六 年 一 月 一 日

　 三　 附 則 第 七 条 第 十 七 項 の 改 正 規 定　 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等

に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 四 年 法 律 第 四 十 七 号 ） 附 則 第 一 条 た だ し 書 に 規

定 す る 規 定 の 施 行 の 日

　 四　 附 則 第 七 条 第 一 項 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 五 項 及 び 第 六 項 の 規 定　 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進

法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 四 年 法 律 第 五 十 六 号 ） の 施 行 の 日

　 （ 県 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２　 改 正 後 の 愛 知 県 県 税 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 中 個 人 の 県 民 税 に 関 す る 部 分 は 、

令 和 六 年 度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 に つ い て 適 用 し 、 令 和 五 年 度 分 ま で の 個 人 の 県 民 税 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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３　 新 条 例 附 則 第 二 十 三 条 の 二 の 五 第 四 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 令 和 六 年 度 か ら 令 和 八 年 度

ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 に 限 り 、 同 項 中 「 に つ い て 確 定 申 告 書 」 と あ る の は 「 に 係 る 確

定 申 告 書 （ 当 該 上 場 株 式 等 に 係 る 譲 渡 損 失 の 金 額 の 生 じ た 年 が 令 和 二 年 か ら 令 和 四 年 ま で の 各

年 で あ る 場 合 に は 、 そ の 年 の 末 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 分 の 県 民 税 に 係 る 愛 知 県 県 税 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 四 年 愛 知 県 条 例 第 三 十 六 号 ） に よ る 改 正 前 の 愛 知 県 県 税 条 例 附 則 第 二

十 三 条 の 二 の 五 第 四 項 に 規 定 す る 申 告 書 （ そ の 提 出 期 限 後 に お い て 県 民 税 の 納 税 通 知 書 が 送 達

さ れ る 時 ま で に 提 出 さ れ た も の を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 旧 申 告 書 」 と い う 。 ） ） 」 と 、 「 に

つ い て 連 続 し て 確 定 申 告 書 を 」 と あ る の は 「 に 係 る 確 定 申 告 書 （ 当 該 年 が 令 和 三 年 又 は 令 和 四

年 で あ る 場 合 に は 、 そ の 年 の 末 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 分 の 県 民 税 に 係 る 旧 申 告 書 ） を 連 続 し

て 」 と す る 。

　 （ 不 動 産 取 得 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

４　 新 条 例 第 四 十 三 条 の 七 か ら 第 四 十 三 条 の 八 の 三 ま で 及 び 第 四 十 三 条 の 十 四 の 規 定 並 び に 附 則

第 七 項 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 産 業 立 地 の 促 進 の た め の 不 動 産 取 得 税 の 減 額 等 に 関 す る 条 例 （ 平

成 十 四 年 愛 知 県 条 例 第 五 号 ） 第 四 条 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 の 不 動 産 の 取 得 に 対 し

て 課 す べ き 不 動 産 取 得 税 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 不 動 産 の 取 得 に 対 し て 課 す る 不 動 産 取 得 税

に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

５　 新 条 例 附 則 第 七 条 第 一 項 の 規 定 は 、 附 則 第 一 項 第 四 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 の 不 動 産

の 取 得 に 対 し て 課 す べ き 不 動 産 取 得 税 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 不 動 産 の 取 得 に 対 し て 課 す る

不 動 産 取 得 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

６　 改 正 前 の 愛 知 県 県 税 条 例 附 則 第 七 条 第 一 項 の 規 定 は 、 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 等 の 一 部 を 改

正 す る 法 律 （ 令 和 四 年 法 律 第 五 十 六 号 ） 附 則 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る

も の と さ れ る 同 項 に 規 定 す る 農 用 地 利 用 集 積 計 画 に 基 づ き 農 業 振 興 地 域 の 整 備 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 四 十 四 年 法 律 第 五 十 八 号 ） 第 八 条 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 農 用 地 区 域 内 に あ る 土 地 を 取 得

し た 場 合 に お け る 当 該 土 地 の 取 得 に 対 し て 課 す る 不 動 産 取 得 税 に つ い て は 、 な お そ の 効 力 を 有

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 例 附 則 第 七 条 第 一 項 中 「 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 第 十 九 条 の 規

定 に よ る 公 告 が あ つ た 」 と あ る の は 「 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和

四 年 法 律 第 五 十 六 号 ） 附 則 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ る 同 項

に 規 定 す る 」 と 、 「 令 和 三 年 四 月 一 日 」 と あ る の は 「 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 等 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 の 施 行 の 日 」 と す る 。

　 （ 産 業 立 地 の 促 進 の た め の 不 動 産 取 得 税 の 減 額 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

７　 産 業 立 地 の 促 進 の た め の 不 動 産 取 得 税 の 減 額 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 四 条 第 四 項 中 「 愛 知 県 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 愛 知 県 条 例 第 二 十 四 号 。 以 下 「 県 税 条 例 」

と い う 。 ） 第 四 十 三 条 の 七 第 一 項 の 規 定 に よ り 不 動 産 取 得 税 の 賦 課 徴 収 に 関 す る 申 告 を す る 際 に

併 せ て 」 を 「 当 該 取 得 の 日 か ら 六 十 日 以 内 に 、 」 に 改 め る 。
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　　 第 五 条 中 「 県 税 条 例 」 を 「 愛 知 県 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 愛 知 県 条 例 第 二 十 四 号 ） 」 に 改 め る 。

　　 第 六 条 中 「 県 税 条 例 」 を 「 愛 知 県 県 税 条 例 」 に 改 め る 。

　 過 疎 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 四 年 七 月 五 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章

愛 知 県 条 例 第 三 十 七 号

　　　 過 疎 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 過 疎 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 （ 令 和 三 年 愛 知 県 条 例 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 第 一 項 中 「 第 十 二 条 第 三 項 の 表 の 第 一 号 」 を 「 第 十 二 条 第 四 項 の 表 の 第 一 号 」 に 、 「 第 四

十 五 条 第 二 項 の 表 の 第 一 号 」 を 「 第 四 十 五 条 第 三 項 の 表 の 第 一 号 」 に 、 「 第 二 十 八 条 の 九 第 十 項 」

を 「 第 二 十 八 条 の 九 第 十 項 第 一 号 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 四 年 七 月 五 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章

愛 知 県 条 例 第 三 十 八 号

　　　 愛 知 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 職 員 定 数 条 例 （ 昭 和 二 十 四 年 愛 知 県 条 例 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 附 則 第 七 項 中 「 第 二 十 回 ア ジ ア 競 技 大 会 」 の 下 に 「 及 び 第 五 回 ア ジ ア パ ラ 競 技 大 会 」 を 加 え る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 四 年 七 月 五 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章

愛 知 県 条 例 第 三 十 九 号

　　　 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

　 第 十 二 条 第 三 号 中 「 後 八 週 間 」 を 「 以 後 一 年 」 に 改 め る 。
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　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 令 和 四 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 四 年 七 月 五 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章

愛 知 県 条 例 第 四 十 号

　　　 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 愛 知 県 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 第 四 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 四　 非 常 勤 職 員 で あ っ て 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る 者 以 外 の 職 員

　　 イ　 そ の 養 育 す る 子 （ 育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 子 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 一 歳 六 か

月 に 達 す る 日 （ 以 下 「 一 歳 六 か 月 到 達 日 」 と い う 。 ） （ 当 該 子 の 出 生 の 日 か ら 第 三 条 の 二 に

規 定 す る 期 間 内 に 育 児 休 業 を し よ う と す る 場 合 に あ っ て は 当 該 期 間 の 末 日 か ら 六 月 を 経 過

す る 日 、 第 二 条 の 四 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は 当 該 子 が 二 歳 に 達 す る 日 ） ま で に 、

そ の 任 期 （ 任 期 が 更 新 さ れ る 場 合 に あ っ て は 、 更 新 後 の も の ） が 満 了 す る こ と 及 び 引 き 続

い て 任 命 権 者 を 同 じ く す る 職 （ 以 下 「 特 定 職 」 と い う 。 ） に 採 用 さ れ な い こ と が 明 ら か で な

い 非 常 勤 職 員

　　 ロ　 勤 務 日 の 日 数 を 考 慮 し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 非 常 勤 職 員

　 第 二 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２　 前 項 第 四 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 号 に 掲 げ る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 育 児 休 業 法 第

二 条 第 一 項 の 条 例 で 定 め る 職 員 に 含 ま れ な い も の と す る 。

一　 そ の 養 育 す る 子 が 一 歳 に 達 す る 日 （ 以 下 「 一 歳 到 達 日 」 と い う 。 ） （ 当 該 非 常 勤 職 員 が 第 二

条 の 三 第 二 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 し て す る 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ れ た 日 が 当 該 子 の 一 歳

到 達 日 後 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 末 日 と さ れ た 日 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） に お い て

育 児 休 業 を し て い る 場 合 で あ っ て 、 当 該 子 に つ い て 、 同 条 第 三 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 し て 、

当 該 子 の 一 歳 到 達 日 の 翌 日 を 育 児 休 業 の 期 間 の 初 日 と す る 育 児 休 業 を し よ う と す る と き 。

二　 そ の 任 期 の 末 日 を 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と す る 育 児 休 業 を し て い る 場 合 で あ っ て 、 当 該 任

期 を 更 新 さ れ 、 又 は 当 該 任 期 の 満 了 後 引 き 続 い て 特 定 職 に 採 用 さ れ る こ と に 伴 い 、 当 該 育 児

休 業 に 係 る 子 に つ い て 、 当 該 更 新 前 の 任 期 の 末 日 の 翌 日 又 は 当 該 採 用 の 日 を 育 児 休 業 の 期 間

の 初 日 と す る 育 児 休 業 を し よ う と す る と き 。

　 第 二 条 の 三 第 二 号 中 「 こ の 条 及 び 次 条 第 一 号 に お い て 」 を 削 り 、 同 条 第 三 号 中 「 当 該 子 の 一 歳

到 達 日 （ 当 該 子 を 養 育 す る 非 常 勤 職 員 が 前 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 し て す る 育 児 休 業 又 は 当 該 非 常

勤 職 員 の 配 偶 者 が 同 号 に 掲 げ る 場 合 若 し く は こ れ に 相 当 す る 場 合 に 該 当 し て す る 地 方 等 育 児 休 業
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の 期 間 の 末 日 と さ れ た 日 が 当 該 子 の 一 歳 到 達 日 後 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 末 日 と さ れ た 日 （ 当

該 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ れ た 日 と 当 該 地 方 等 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ れ た 日 が 異 な る と き

は 、 そ の い ず れ か の 日 ） ） の 翌 日 （ 当 該 子 の 一 歳 到 達 日 後 の 期 間 に お い て こ の 号 に 掲 げ る 場 合 に 該

当 し て そ の 任 期 の 末 日 を 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と す る 育 児 休 業 を し て い る 非 常 勤 職 員 で あ っ て 、

当 該 任 期 が 更 新 さ れ 、 又 は 当 該 任 期 の 満 了 後 に 特 定 職 に 引 き 続 き 採 用 さ れ る も の に あ っ て は 、 当

該 任 期 の 末 日 の 翌 日 又 は 当 該 引 き 続 き 採 用 さ れ る 日 ） を 育 児 休 業 の 期 間 の 初 日 と す る 」 を 削 り 、

「 該 当 す る と き 」 の 下 に 「 （ 当 該 非 常 勤 職 員 が 当 該 子 に つ い て こ の 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 し て 育 児

休 業 を し て い る 場 合 で あ っ て 第 二 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る と き に あ っ て は イ 及 び

ロ に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る と き 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 に あ っ て は ロ に

掲 げ る 場 合 に 該 当 す る と き ） 」 を 加 え 、 同 号 イ 中 「 （ 当 該 非 常 勤 職 員 が 」 の 下 に 「 前 号 に 掲 げ る 場

合 に 該 当 し て 」 を 、 「 当 該 配 偶 者 が 」 の 下 に 「 同 号 に 掲 げ る 場 合 又 は こ れ に 相 当 す る 場 合 に 該 当 し

て 」 を 加 え 、 同 号 に 次 の よ う に 加 え る 。

ハ　 当 該 子 に つ い て 、 当 該 非 常 勤 職 員 が 当 該 子 の 一 歳 到 達 日 （ 当 該 非 常 勤 職 員 が 前 号 に 掲 げ

る 場 合 に 該 当 し て す る 育 児 休 業 又 は 当 該 非 常 勤 職 員 の 配 偶 者 が 同 号 に 掲 げ る 場 合 若 し く は

こ れ に 相 当 す る 場 合 に 該 当 し て す る 地 方 等 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ れ た 日 が 当 該 子 の 一

歳 到 達 日 後 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 末 日 と さ れ た 日 （ 当 該 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ

れ た 日 と 当 該 地 方 等 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ れ た 日 が 異 な る と き は 、 そ の い ず れ か の

日 ） ） の 翌 日 （ 当 該 配 偶 者 が こ の 号 に 掲 げ る 場 合 又 は こ れ に 相 当 す る 場 合 に 該 当 し て 地 方 等

育 児 休 業 を す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 地 方 等 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ れ た 日 の 翌 日 以 前

の 日 ） を 育 児 休 業 の 期 間 の 初 日 と す る 育 児 休 業 を し よ う と す る 場 合

ニ　 当 該 子 に つ い て 、 当 該 非 常 勤 職 員 が 当 該 子 の 一 歳 到 達 日 （ 当 該 非 常 勤 職 員 が 前 号 に 掲 げ

る 場 合 に 該 当 し て す る 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ れ た 日 が 当 該 子 の 一 歳 到 達 日 後 で あ る 場

合 に あ っ て は 、 当 該 末 日 と さ れ た 日 ） 後 の 期 間 に お い て こ の 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 し て 育

児 休 業 を し た こ と が な い 場 合

　 第 二 条 の 四 中 「 当 該 子 の 一 歳 六 か 月 到 達 日 の 翌 日 （ 当 該 子 の 一 歳 六 か 月 到 達 日 後 の 期 間 に お い

て こ の 条 の 規 定 に 該 当 し て そ の 任 期 の 末 日 を 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と す る 育 児 休 業 を し て い る 非

常 勤 職 員 で あ っ て 、 当 該 任 期 が 更 新 さ れ 、 又 は 当 該 任 期 の 満 了 後 に 特 定 職 に 引 き 続 き 採 用 さ れ る

も の に あ っ て は 、 当 該 任 期 の 末 日 の 翌 日 又 は 当 該 引 き 続 き 採 用 さ れ る 日 ） を 育 児 休 業 の 期 間 の 初

日 と す る 」 を 削 り 、 「 と き 」 の 下 に 「 （ 当 該 非 常 勤 職 員 が 当 該 子 に つ い て こ の 条 の 規 定 に 該 当 し て

育 児 休 業 を し て い る 場 合 で あ っ て 第 二 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る と き に あ っ て は 第

一 号 及 び 第 二 号 に 該 当 す る と き 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 に あ っ て は 同 号

に 該 当 す る と き ） 」 を 加 え 、 同 条 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

三　 当 該 子 に つ い て 、 当 該 非 常 勤 職 員 が 当 該 子 の 一 歳 六 か 月 到 達 日 の 翌 日 （ 当 該 非 常 勤 職 員 の

配 偶 者 が こ の 条 の 規 定 に 該 当 し 、 又 は こ れ に 相 当 す る 場 合 に 該 当 し て 地 方 等 育 児 休 業 を す る



令和４年７月５日　　　　　火曜日　　　　愛  知  県  公  報

-22-

第318号

場 合 に あ っ て は 、 当 該 地 方 等 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ れ た 日 の 翌 日 以 前 の 日 ） を 育 児 休 業

の 期 間 の 初 日 と す る 育 児 休 業 を し よ う と す る 場 合

四　 当 該 子 に つ い て 、 当 該 非 常 勤 職 員 が 当 該 子 の 一 歳 六 か 月 到 達 日 後 の 期 間 に お い て こ の 条 の

規 定 に 該 当 し て 育 児 休 業 を し た こ と が な い 場 合

　 第 二 条 の 五 を 削 る 。

　 第 三 条 中 第 五 号 を 削 り 、 第 六 号 を 第 五 号 と し 、 同 条 第 七 号 中 「 第 二 条 の 四 」 を 「 前 条 」 に 改 め 、

同 号 を 同 条 第 六 号 と し 、 同 条 第 八 号 中 「 そ の 」 を 「 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 で あ っ て 、 当 該 」

に 、 「 非 常 勤 職 員 が 、 当 該 育 児 休 業 に 係 る 子 に つ い て 、 当 該 任 期 が 」 を 「 も の が 、 当 該 任 期 を 」 に 、

「 に 特 定 職 に 引 き 続 き 」 を 「 引 き 続 い て 特 定 職 に 」 に 、 「 、 当 該 任 期 の 」 を 「 、 当 該 育 児 休 業 に 係

る 子 に つ い て 、 当 該 更 新 前 の 任 期 の 」 に 、 「 引 き 続 き 採 用 さ れ る 日 」 を 「 採 用 の 日 」 に 改 め 、 同 号

を 同 条 第 七 号 と し 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 第 一 号 の 条 例 で 定 め る 期 間 ）

第 三 条 の 二　 育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 第 一 号 の 条 例 で 定 め る 期 間 は 、 五 十 七 日 間 と す る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 令 和 四 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 立 自 然 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 四 年 七 月 五 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章

愛 知 県 条 例 第 四 十 一 号

　　　 愛 知 県 立 自 然 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 立 自 然 公 園 条 例 （ 昭 和 四 十 三 年 愛 知 県 条 例 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 目 次 中 「 第 四 章　 生 態 系 維 持 回 復 事 業 （ 第 三 十 五 条 ― 第 三 十 八 条 ） 」 を

「 第 四 章　 生 態 系 維 持 回 復 事 業 （ 第 三 十 五 条 ― 第 三 十 八 条 ）

　 第 四 章 の 二　 質 の 高 い 自 然 体 験 活 動 の 促 進 の た め の 措 置 （ 第 三 十 八 条 の 二 ― 第 三 十 八 条 の 六 ） 」

に 、 「 ・ 第 五 十 二 条 」 を 「 ― 第 五 十 二 条 の 二 」 に 改 め る 。

　 第 六 条 の 見 出 し 中 「 の 決 定 」 を 削 り 、 同 条 中 第 二 項 を 第 四 項 と し 、 第 一 項 の 次 に 次 の 二 項 を 加

え る 。

２　 公 園 計 画 は 、 県 立 自 然 公 園 ご と に 、 当 該 県 立 自 然 公 園 内 の 自 然 の 風 景 地 の 保 護 と そ の 適 正 な

利 用 を 図 る た め の 規 制 に 関 す る 事 項 、 公 園 事 業 に 関 す る 事 項 そ の 他 必 要 な 事 項 に つ い て 定 め る

も の と す る 。

３　 知 事 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 公 園 計 画 に お い て 、 質 の 高 い 自 然 体 験 活 動 の 促 進 に 関

す る 基 本 的 な 事 項 を 定 め る こ と が で き る 。　

　 第 七 条 第 二 項 中 「 前 条 第 二 項 」 を 「 前 条 第 四 項 」 に 、 「 公 園 計 画 の 廃 止 及 び 変 更 」 を 「 知 事 が 公
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園 計 画 を 廃 止 し 、 又 は 変 更 し た と き 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 協 議 会 に よ る 公 園 計 画 の 変 更 の 提 案 ）

第 七 条 の 二　 第 十 四 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 協 議 会 は 第 十 四 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 利 用 拠 点 整

備 改 善 計 画 に つ い て 、 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 協 議 会 は 第 三 十 八 条 の 三 第 一 項 に 規 定

す る 自 然 体 験 活 動 促 進 計 画 に つ い て 、 知 事 に 対 し 、 そ の 作 成 の た め に 必 要 な 公 園 計 画 の 変 更 を

す る こ と を 提 案 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 当 該 提 案 に 係 る 公 園 計 画 の 素 案 そ の

他 規 則 で 定 め る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

２　 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 提 案 を 踏 ま え た 公 園 計 画 の 変 更 を す る 必 要 が な い と 判 断 し た と き

は 、 そ の 旨 及 び そ の 理 由 を 当 該 提 案 を し た 協 議 会 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

　 第 八 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 協 議 会 に よ る 公 園 事 業 の 決 定 等 の 提 案 ）

第 八 条 の 二　 第 十 四 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 協 議 会 は 、 知 事 に 対 し 、 第 十 四 条 の 三 第 一 項 に 規 定

す る 利 用 拠 点 整 備 改 善 計 画 の 作 成 の た め に 必 要 な 公 園 事 業 の 決 定 又 は 変 更 を す る こ と を 提 案 す

る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 当 該 提 案 に 係 る 公 園 事 業 の 素 案 そ の 他 規 則 で 定 め る 書

類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

２　 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 提 案 を 踏 ま え た 公 園 事 業 の 決 定 又 は 変 更 を す る 必 要 が な い と 判 断

し た と き は 、 そ の 旨 及 び そ の 理 由 を 当 該 提 案 を し た 協 議 会 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

　 第 十 一 条 第 四 項 中 「 第 二 項 」 を 「 第 三 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 条 中 第 三 項 を 第

四 項 と し 、 第 二 項 を 第 三 項 と し 、 第 一 項 を 第 二 項 と し 、 同 条 に 第 一 項 と し て 次 の 一 項 を 加 え る 。

　 公 園 事 業 者 （ 第 九 条 第 三 項 の 認 可 を 受 け た 者 に 限 る 。 ） が 県 及 び 国 等 以 外 の 者 に そ の 公 園 事 業

の 全 部 を 譲 渡 す る 場 合 に お い て 、 譲 渡 人 及 び 譲 受 人 が あ ら か じ め そ の 譲 渡 及 び 譲 受 け に つ い て

知 事 の 承 認 を 受 け た と き は 、 譲 受 人 は 、 譲 渡 人 に 係 る 公 園 事 業 者 の 地 位 を 承 継 す る 。

　 第 十 四 条 の 次 に 次 の 五 条 を 加 え る 。

　 （ 協 議 会 ）

第 十 四 条 の 二　 県 立 自 然 公 園 の 区 域 を そ の 区 域 に 含 む 市 町 村 は 、 単 独 で 又 は 共 同 し て 、 当 該 県 立

自 然 公 園 の 区 域 内 に お け る 第 三 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 集 団 施 設 地 区 そ の 他 の 県 立 自 然 公 園 の

利 用 の た め の 拠 点 （ 以 下 「 利 用 拠 点 」 と い う 。 ） と な る 区 域 （ 以 下 「 利 用 拠 点 区 域 」 と い う 。 ）

に つ い て 、 公 園 事 業 に 係 る 施 設 の 整 備 改 善 を 中 心 と し た 当 該 利 用 拠 点 の 質 の 向 上 の た め の 整 備

改 善 に 関 し 必 要 な 協 議 を 行 う た め の 協 議 会 を 組 織 す る こ と が で き る 。

２　 前 項 に 規 定 す る 協 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 者 を も つ て 構 成 す る 。

　 一　 当 該 市 町 村

　 二　 当 該 利 用 拠 点 区 域 内 に お い て 公 園 事 業 を 執 行 し 、 又 は 執 行 す る と 見 込 ま れ る 者

　 三　 当 該 利 用 拠 点 区 域 内 の 施 設 、 土 地 又 は 木 竹 で あ つ て 利 用 拠 点 の 整 備 改 善 に 関 す る 事 業 （ 以

下 「 利 用 拠 点 整 備 改 善 事 業 」 と い う 。 ） に 係 る も の の 所 有 者 又 は 使 用 及 び 収 益 を 目 的 と す る 権
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利 を 有 す る 者

　 四　 そ の 他 当 該 市 町 村 が 必 要 と 認 め る 者

３　 当 該 県 立 自 然 公 園 の 区 域 内 に お い て 公 園 事 業 を 執 行 し 、 又 は 執 行 し よ う と す る 者 は 、 当 該 公

園 事 業 に 係 る 施 設 の 整 備 改 善 を 含 む 地 域 に お け る 利 用 拠 点 の 質 の 向 上 の た め の 整 備 改 善 に 関 し

て 協 議 を 行 う 協 議 会 が 組 織 さ れ て い な い 場 合 に あ つ て は 、 市 町 村 に 対 し て 、 第 一 項 に 規 定 す る

協 議 会 を 組 織 す る よ う 要 請 す る こ と が で き る 。

４　 市 町 村 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 協 議 会 を 組 織 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に

よ り 、 そ の 旨 を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。

５　 当 該 利 用 拠 点 区 域 内 に お い て 公 園 事 業 を 執 行 し 、 又 は 執 行 し よ う と す る 者 及 び 第 二 項 第 三 号

に 掲 げ る 者 で あ つ て 第 一 項 に 規 定 す る 協 議 会 の 構 成 員 で な い も の は 、 同 項 の 規 定 に よ り 協 議 会

を 組 織 す る 市 町 村 に 対 し て 、 自 己 を 当 該 協 議 会 の 構 成 員 と し て 加 え る よ う 申 し 出 る こ と が で き

る 。

６　 前 項 の 規 定 に よ る 申 出 を 受 け た 市 町 村 は 、 正 当 な 理 由 が な い 限 り 、 当 該 申 出 に 応 じ な け れ ば

な ら な い 。

７　 第 一 項 に 規 定 す る 協 議 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 関 係 行 政 機 関 に 対 し て 、 資 料 の 提

供 、 意 見 の 表 明 、 説 明 そ の 他 必 要 な 協 力 を 求 め る こ と が で き る 。

８　 第 一 項 に 規 定 す る 協 議 会 に お い て 協 議 が 調 つ た 事 項 に つ い て は 、 当 該 協 議 会 の 構 成 員 は 、 そ

の 協 議 の 結 果 を 尊 重 し な け れ ば な ら な い 。

９　 前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、 第 一 項 に 規 定 す る 協 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 当 該 協 議

会 が 定 め る 。

　 （ 利 用 拠 点 整 備 改 善 計 画 の 認 定 ）

第 十 四 条 の 三　 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 協 議 会 に お い て 、 公 園 計 画 に 基 づ き 、 規 則 で 定 め る と こ ろ

に よ り 、 当 該 協 議 会 の 構 成 員 で あ る 市 町 村 の 区 域 内 の 県 立 自 然 公 園 の 区 域 内 に お け る 利 用 拠 点

区 域 に つ い て 、 公 園 事 業 に 係 る 施 設 の 整 備 改 善 を 中 心 と し た 利 用 拠 点 の 質 の 向 上 の た め の 整 備

改 善 に 関 す る 計 画 （ 以 下 「 利 用 拠 点 整 備 改 善 計 画 」 と い う 。 ） を 作 成 し た と き は 、 当 該 協 議 会 の

構 成 員 で あ る 市 町 村 及 び 当 該 利 用 拠 点 整 備 改 善 計 画 に 記 載 さ れ た 利 用 拠 点 整 備 改 善 事 業 を 実 施

し よ う と す る 者 は 、 共 同 で 、 知 事 の 認 定 を 申 請 す る こ と が で き る 。

２　 利 用 拠 点 整 備 改 善 計 画 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 す る も の と す る 。

　 一　 利 用 拠 点 整 備 改 善 計 画 の 区 域 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 計 画 区 域 」 と い う 。 ）

　 二　 計 画 区 域 に お け る 利 用 拠 点 の 質 の 向 上 の た め の 整 備 改 善 に 関 す る 基 本 的 な 方 針

　 三　 利 用 拠 点 整 備 改 善 計 画 の 目 標

　 四　 前 号 の 目 標 を 達 成 す る た め に 行 う 利 用 拠 点 整 備 改 善 事 業 の 内 容 、 実 施 主 体 及 び 実 施 時 期

　 五　 第 九 条 第 二 項 の 協 議 又 は 同 条 第 三 項 の 認 可 を 要 す る 利 用 拠 点 整 備 改 善 事 業 に あ つ て は 、 同

条 第 四 項 各 号 に 掲 げ る 事 項
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　 六　 第 九 条 第 六 項 の 協 議 若 し く は 認 可 又 は 同 条 第 九 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 要 す る 利 用 拠 点 整 備

改 善 事 業 に あ つ て は 、 同 条 第 四 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の う ち 変 更 に 係 る も の

　 七　 計 画 期 間

　 八　 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項

３　 利 用 拠 点 整 備 改 善 計 画 は 、 景 観 法 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 景 観

計 画 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。

４　 知 事 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、 当 該 申 請 に 係 る 利 用 拠 点 整

備 改 善 計 画 が 次 の 各 号 の い ず れ に も 適 合 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、 そ の 認 定 を す る も の

と す る 。

一　 公 園 計 画 に 照 ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。

二　 当 該 利 用 拠 点 整 備 改 善 計 画 の 実 施 が 計 画 区 域 に お け る 利 用 拠 点 の 質 の 向 上 に 寄 与 す る も の

で あ る と 認 め ら れ る こ と 。

三　 当 該 県 立 自 然 公 園 の 保 護 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が な い も の で あ る こ と 。

四　 円 滑 か つ 確 実 に 実 施 さ れ る と 見 込 ま れ る も の で あ る こ と 。

５　 知 事 は 、 当 該 県 立 自 然 公 園 の 保 護 又 は 利 用 の た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 そ の 必 要 な 限

度 に お い て 、 前 項 の 認 定 に 条 件 を 付 し 、 及 び こ れ を 変 更 す る こ と が で き る 。

６　 知 事 は 、 第 四 項 の 認 定 を し た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 認 定 に 係 る 利 用 拠 点

整 備 改 善 計 画 の 概 要 を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。

　 （ 認 定 を 受 け た 利 用 拠 点 整 備 改 善 計 画 の 変 更 ）

第 十 四 条 の 四　 前 条 第 四 項 の 認 定 を 受 け た 利 用 拠 点 整 備 改 善 計 画 の 変 更 を し よ う と す る と き は 、

第 十 四 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 協 議 会 に お い て 当 該 変 更 に 係 る 利 用 拠 点 整 備 改 善 計 画 を 作 成 し 、

当 該 協 議 会 の 構 成 員 で あ る 市 町 村 及 び 当 該 利 用 拠 点 整 備 改 善 計 画 に 記 載 さ れ た 利 用 拠 点 整 備 改

善 事 業 を 実 施 し よ う と す る 者 は 、 共 同 で 、 知 事 の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 規 則

で 定 め る 軽 微 な 変 更 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

２　 前 条 第 四 項 の 認 定 （ 前 項 の 変 更 の 認 定 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 受 け た 者 は 、 前 項 た だ し 書 の 規

則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 を し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

３　 前 条 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で の 規 定 は 、 第 一 項 の 変 更 の 認 定 に つ い て 準 用 す る 。

　 （ 認 定 の 取 消 し ）

第 十 四 条 の 五　 知 事 は 、 第 十 四 条 の 三 第 四 項 の 認 定 を 受 け た 利 用 拠 点 整 備 改 善 計 画 （ 変 更 が あ つ

た と き は 、 そ の 変 更 後 の も の 。 以 下 「 認 定 利 用 拠 点 整 備 改 善 計 画 」 と い う 。 ） が 同 項 各 号 の い ず

れ か に 適 合 し な く な つ た と 認 め る と き は 、 そ の 認 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。

２　 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 認 定 を 取 り 消 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 公 表 す る も の と す

る 。

　 （ 公 園 事 業 に 関 す る 特 例 ）
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第 十 四 条 の 六　 利 用 拠 点 整 備 改 善 事 業 を 実 施 し よ う と す る 者 が 、 そ の 利 用 拠 点 整 備 改 善 計 画 に つ

い て 第 十 四 条 の 三 第 四 項 の 認 定 を 受 け た と き は 、 当 該 認 定 利 用 拠 点 整 備 改 善 計 画 に 記 載 さ れ た

利 用 拠 点 整 備 改 善 事 業 の う ち 、 第 九 条 第 二 項 若 し く は 第 六 項 の 協 議 を し 、 同 条 第 三 項 若 し く は

第 六 項 の 認 可 を 受 け 、 又 は 同 条 第 九 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し な け れ ば な ら な い も の に つ い て は 、

こ れ ら の 規 定 に よ り 協 議 を し 、 認 可 を 受 け 、 又 は 届 出 を し た も の と み な す 。

　 第 十 五 条 第 一 項 中 「 、 第 九 条 第 三 項 の 認 可 を 受 け た 者 に 対 し 」 を 削 り 、 「 お い て 」 の 下 に 「 、 第

九 条 第 三 項 の 認 可 を 受 け た 者 に 対 し 」 を 加 え 、 同 条 第 三 項 中 「 第 一 項 」 の 下 に 「 及 び 第 二 項 」 を

加 え 、 同 項 を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 中 「 前 項 」 を 「 前 二 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と

し 、 同 条 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２　 知 事 は 、 第 八 条 か ら 前 条 ま で 及 び 第 十 九 条 の 規 定 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 第 十 四 条 の

三 第 四 項 の 認 定 を 受 け た 者 に 対 し 、 認 定 利 用 拠 点 整 備 改 善 計 画 の 実 施 状 況 そ の 他 必 要 な 事 項 に

関 し 報 告 を 求 め 、 又 は そ の 職 員 に 、 認 定 利 用 拠 点 整 備 改 善 計 画 に 係 る 土 地 若 し く は 建 物 内 に 立

ち 入 り 、 認 定 利 用 拠 点 整 備 改 善 計 画 に 係 る 建 物 、 帳 簿 、 書 類 そ の 他 の 物 件 を 検 査 さ せ 、 若 し く

は 関 係 者 に 質 問 さ せ る こ と が で き る 。

　 第 二 十 条 第 九 項 第 一 号 中 「 執 行 」 の 下 に 「 又 は 認 定 利 用 拠 点 整 備 改 善 事 業 （ 認 定 利 用 拠 点 整 備

改 善 計 画 に 係 る 利 用 拠 点 整 備 改 善 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 中 第 四 号 を 第 五 号 と し 、

第 三 号 を 第 四 号 と し 、 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

三　 認 定 自 然 体 験 活 動 促 進 事 業 （ 第 三 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 認 定 自 然 体 験 活 動 促 進 計 画

に 係 る 第 三 十 八 条 の 二 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 自 然 体 験 活 動 促 進 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） と

し て 行 う 行 為

　 第 二 十 一 条 第 四 項 第 三 号 中 「 た め 」 の 下 に 「 、 又 は 認 定 利 用 拠 点 整 備 改 善 事 業 を 行 う た め 」 を

加 え 、 同 項 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 六 号 を 第 七 号 と し 、 第 五 号 を 第 六 号 と し 、 第 四 号 の 次 に 次

の 一 号 を 加 え る 。

　 五　 認 定 自 然 体 験 活 動 促 進 事 業 を 行 う た め に 立 ち 入 る 場 合

　 第 二 十 九 条 中 「 第 二 十 一 条 第 四 項 第 七 号 」 を 「 第 二 十 一 条 第 四 項 第 八 号 」 に 改 め る 。

　 第 三 十 条 第 七 項 第 一 号 中 「 執 行 」 の 下 に 「 又 は 認 定 利 用 拠 点 整 備 改 善 事 業 」 を 加 え 、 同 項 中 第

六 号 を 第 七 号 と し 、 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 三　 認 定 自 然 体 験 活 動 促 進 事 業 と し て 行 う 行 為

　 第 三 十 二 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 第 二 十 一 条 第 四 項 第 七 号 」 を 「 第 二 十 一 条 第 四 項 第 八 号 」 に

改 め る 。

　 第 三 十 四 条 第 一 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

三　 野 生 動 物 （ 鳥 類 又 は 哺 乳 類 に 属 す る も の に 限 る 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） に 餌 を 与 え る

こ と そ の 他 の 野 生 動 物 の 生 態 に 影 響 を 及 ぼ す 行 為 で 規 則 で 定 め る も の で あ つ て 、 当 該 県 立 自

然 公 園 の 利 用 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ の あ る も の を 行 う こ と 。
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　 第 三 十 四 条 第 二 項 中 「 前 項 第 二 号 」 の 下 に 「 又 は 第 三 号 」 を 加 え る 。

　 第 四 章 の 次 に 次 の 一 章 を 加 え る 。

　　　 第 四 章 の 二　 質 の 高 い 自 然 体 験 活 動 の 促 進 の た め の 措 置

　 （ 協 議 会 ）

第 三 十 八 条 の 二　 県 立 自 然 公 園 の 区 域 を そ の 区 域 に 含 む 市 町 村 は 、 単 独 で 又 は 共 同 し て 、 当 該 県

立 自 然 公 園 の 区 域 に つ い て 、 質 の 高 い 自 然 体 験 活 動 の 促 進 に 関 し 必 要 な 協 議 を 行 う た め の 協 議

会 を 組 織 す る こ と が で き る 。

２　 前 項 に 規 定 す る 協 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 者 を も つ て 構 成 す る 。

一　 当 該 市 町 村

二　 当 該 県 立 自 然 公 園 の 区 域 内 に お い て 自 然 体 験 活 動 の 促 進 に 関 す る 事 業 （ 以 下 「 自 然 体 験 活

動 促 進 事 業 」 と い う 。 ） を 実 施 し 、 又 は 実 施 す る と 見 込 ま れ る 者

三　 当 該 市 町 村 の 区 域 内 の 施 設 、 土 地 又 は 木 竹 で あ つ て 自 然 体 験 活 動 促 進 事 業 に 係 る も の の 所

有 者 、 使 用 及 び 収 益 を 目 的 と す る 権 利 を 有 す る 者 又 は 管 理 者

四　 そ の 他 当 該 市 町 村 が 必 要 と 認 め る 者

３　 第 十 四 条 の 二 第 三 項 か ら 第 九 項 ま で の 規 定 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 協 議 会 に つ い て 準 用 す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 三 項 中 「 公 園 事 業 を 執 行 し 、 又 は 執 行 し よ う と す る 者 は 、 当 該 公 園

事 業 に 係 る 施 設 の 整 備 改 善 を 含 む 地 域 に お け る 利 用 拠 点 の 質 の 向 上 の た め の 整 備 改 善 」 と あ る

の は 「 自 然 体 験 活 動 促 進 事 業 を 実 施 し 、 又 は 実 施 し よ う と す る 者 は 、 当 該 自 然 体 験 活 動 促 進 事

業 を 実 施 し 、 又 は 実 施 し よ う と す る 地 域 に お け る 質 の 高 い 自 然 体 験 活 動 の 促 進 」 と 、 同 条 第 四

項 中 「 第 一 項 」 と あ る の は 「 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 」 と 、 同 条 第 五 項 中 「 当 該 利 用 拠 点 区 域 内

に お い て 公 園 事 業 を 執 行 し 、 又 は 執 行 し よ う と す る 者 及 び 第 二 項 第 三 号 」 と あ る の は 「 当 該 県

立 自 然 公 園 の 区 域 内 に お い て 自 然 体 験 活 動 促 進 事 業 を 実 施 し 、 又 は 実 施 し よ う と す る 者 及 び 第

三 十 八 条 の 二 第 二 項 第 三 号 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

　 （ 自 然 体 験 活 動 促 進 計 画 の 認 定 ）

第 三 十 八 条 の 三　 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 協 議 会 に お い て 、 公 園 計 画 に 基 づ き 、 規 則 で 定 め る と こ

ろ に よ り 、 当 該 協 議 会 の 構 成 員 で あ る 市 町 村 の 区 域 内 の 県 立 自 然 公 園 の 区 域 に つ い て 、 質 の 高

い 自 然 体 験 活 動 の 促 進 に 関 す る 計 画 （ 以 下 「 自 然 体 験 活 動 促 進 計 画 」 と い う 。 ） を 作 成 し た と き

は 、 当 該 協 議 会 の 構 成 員 で あ る 市 町 村 及 び 当 該 自 然 体 験 活 動 促 進 計 画 に 記 載 さ れ た 自 然 体 験 活

動 促 進 事 業 を 実 施 し よ う と す る 者 は 、 共 同 で 、 知 事 の 認 定 を 申 請 す る こ と が で き る 。

２　 自 然 体 験 活 動 促 進 計 画 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 す る も の と す る 。

一　 自 然 体 験 活 動 促 進 計 画 の 区 域 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 計 画 区 域 」 と い う 。 ）

二　 計 画 区 域 に お け る 質 の 高 い 自 然 体 験 活 動 の 促 進 に 関 す る 基 本 的 な 方 針

三　 自 然 体 験 活 動 促 進 計 画 の 目 標

四　 前 号 の 目 標 を 達 成 す る た め に 行 う 自 然 体 験 活 動 促 進 事 業 の 内 容 及 び 実 施 主 体
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五　 計 画 期 間

六　 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項

３　 知 事 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、 当 該 申 請 に 係 る 自 然 体 験 活

動 促 進 計 画 が 次 の 各 号 の い ず れ に も 適 合 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、 そ の 認 定 を す る も の

と す る 。

一　 公 園 計 画 に 照 ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。

二　 当 該 自 然 体 験 活 動 促 進 計 画 の 実 施 が 計 画 区 域 に お け る 質 の 高 い 自 然 体 験 活 動 の 促 進 に 寄 与

す る も の で あ る と 認 め ら れ る こ と 。

三　 当 該 県 立 自 然 公 園 の 保 護 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が な い も の で あ る こ と 。

四　 円 滑 か つ 確 実 に 実 施 さ れ る と 見 込 ま れ る も の で あ る こ と 。

４　 知 事 は 、 当 該 県 立 自 然 公 園 の 保 護 又 は 利 用 の た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 そ の 必 要 な 限

度 に お い て 、 前 項 の 認 定 に 条 件 を 付 し 、 及 び こ れ を 変 更 す る こ と が で き る 。

５　 知 事 は 、 第 三 項 の 認 定 を し た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 認 定 に 係 る 自 然 体 験

活 動 促 進 計 画 の 概 要 を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。

　 （ 認 定 を 受 け た 自 然 体 験 活 動 促 進 計 画 の 変 更 ）

第 三 十 八 条 の 四　 前 条 第 三 項 の 認 定 を 受 け た 自 然 体 験 活 動 促 進 計 画 の 変 更 を し よ う と す る と き は 、

第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 協 議 会 に お い て 当 該 変 更 に 係 る 自 然 体 験 活 動 促 進 計 画 を 作 成

し 、 当 該 協 議 会 の 構 成 員 で あ る 市 町 村 及 び 当 該 自 然 体 験 活 動 促 進 計 画 に 記 載 さ れ た 自 然 体 験 活

動 促 進 事 業 を 実 施 し よ う と す る 者 は 、 共 同 で 、 知 事 の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

規 則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

２　 前 条 第 三 項 の 認 定 （ 前 項 の 変 更 の 認 定 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 受 け た 者 は 、 前 項 た だ し 書 の 規

則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 を し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 、 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

３　 前 条 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 は 、 第 一 項 の 変 更 の 認 定 に つ い て 準 用 す る 。

　 （ 認 定 の 取 消 し ）

第 三 十 八 条 の 五　 知 事 は 、 第 三 十 八 条 の 三 第 三 項 の 認 定 を 受 け た 自 然 体 験 活 動 促 進 計 画 （ 変 更 が

あ つ た と き は 、 そ の 変 更 後 の も の 。 次 条 第 一 項 に お い て 「 認 定 自 然 体 験 活 動 促 進 計 画 」 と い う 。 ）

が 第 三 十 八 条 の 三 第 三 項 各 号 の い ず れ か に 適 合 し な く な つ た と 認 め る と き は 、 そ の 認 定 を 取 り

消 す こ と が で き る 。

２　 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 認 定 を 取 り 消 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 公 表 す る も の と す

る 。

　 （ 報 告 徴 収 及 び 立 入 検 査 ）

第 三 十 八 条 の 六　 知 事 は 、 第 三 十 八 条 の 二 か ら 前 条 ま で の 規 定 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 第

三 十 八 条 の 三 第 三 項 の 認 定 を 受 け た 者 に 対 し 、 認 定 自 然 体 験 活 動 促 進 計 画 の 実 施 状 況 そ の 他 必

要 な 事 項 に 関 し 報 告 を 求 め 、 又 は そ の 職 員 に 、 認 定 自 然 体 験 活 動 促 進 計 画 に 係 る 土 地 若 し く は
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建 物 内 に 立 ち 入 り 、 認 定 自 然 体 験 活 動 促 進 計 画 に 係 る 工 作 物 、 書 類 そ の 他 の 物 件 を 検 査 さ せ 、

若 し く は 関 係 者 に 質 問 さ せ る こ と が で き る 。

２　 前 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 を す る 職 員 は 、 そ の 身 分 を 示 す 証 明 書 を 携 帯 し 、 関 係 者 に 提 示 し

な け れ ば な ら な い 。

３　 第 一 項 の 規 定 に よ る 権 限 は 、 犯 罪 捜 査 の た め に 認 め ら れ た も の と 解 釈 し て は な ら な い 。

　 第 三 十 九 条 第 一 項 中 「 第 四 十 六 条 第 一 号 」 を 「 第 四 十 六 条 第 一 項 第 一 号 」 に 改 め る 。

　 第 四 十 五 条 第 一 項 中 「 次 条 各 号 」 を 「 次 条 第 一 項 各 号 」 に 改 め る 。

　 第 四 十 六 条 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で を 削 り 、 同 条 第 六 号 中 「 前 各 号 」 を 「 前 二 号 」 に 改 め 、 同 号

を 同 条 第 三 号 と し 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２　 公 園 管 理 団 体 は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 業 務 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 行 う こ と が で き る 。

一　 県 立 自 然 公 園 の 保 護 と そ の 適 正 な 利 用 の 推 進 に 関 す る 情 報 又 は 資 料 を 収 集 し 、 及 び 提 供 す

る こ と 。

二　 県 立 自 然 公 園 の 保 護 と そ の 適 正 な 利 用 の 推 進 に 関 し 必 要 な 助 言 及 び 指 導 を 行 う こ と 。

三　 県 立 自 然 公 園 の 保 護 と そ の 適 正 な 利 用 の 推 進 に 関 す る 調 査 及 び 研 究 を 行 う こ と 。

四　 前 三 号 に 掲 げ る 業 務 に 附 帯 す る 業 務 を 行 う こ と 。

　 第 四 十 七 条 中 「 前 条 第 一 号 」 を 「 前 条 第 一 項 第 一 号 」 に 改 め る 。

　 第 七 章 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 利 用 の 増 進 の た め の 情 報 の 提 供 等 ）

第 五 十 二 条 の 二　 県 は 、 県 立 自 然 公 園 の 利 用 の 増 進 に 資 す る た め 、 県 内 外 に お け る 県 立 自 然 公 園

に 関 す る 情 報 の 提 供 及 び 普 及 宣 伝 を 行 う よ う に 努 め る も の と す る 。

　 第 五 十 三 条 中 「 第 三 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た 」 を 「 次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る 場 合 に は 、 当 該 違 反 行 為 を し た 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一　 第 二 十 条 第 四 項 の 規 定 に 違 反 し た と き 。

　 二　 第 三 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た と き 。

　 第 五 十 四 条 中 「 該 当 す る 」 の 下 に 「 場 合 に は 、 当 該 違 反 行 為 を し た 」 を 加 え 、 同 条 第 一 号 中 「 第

二 十 条 第 四 項 又 は 」 を 削 り 、 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 及 び 第 三 号 中 「 者 」 を 「 と き 。 」

に 改 め る 。

　 第 五 十 六 条 中 「 者 」 を 「 と き は 、 当 該 違 反 行 為 を し た 者 」 に 改 め る 。

　 第 五 十 七 条 中 「 該 当 す る 」 の 下 に 「 場 合 に は 、 当 該 違 反 行 為 を し た 」 を 加 え 、 同 条 第 一 号 か ら

第 八 号 ま で の 規 定 中 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、 同 条 第 九 号 中 「 同 条 第 一 項 第 二 号 」 の 下 に 「 又 は

第 三 号 」 を 加 え 、 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、 同 条 第 十 号 中 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 令 和 四 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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　 愛 知 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 四 年 七 月 五 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章

愛 知 県 条 例 第 四 十 二 号

　　　 愛 知 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 都 市 公 園 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 二 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 一 愛 ・ 地 球 博 記 念 公 園 の 項 中　

「
多 目 的 広 場

使 用 料

多 目 的 広 場

二 時 間 に つ き

四 時 間 に つ き

八 時 間 に つ き

一 、 六 〇 〇

三 、 二 〇 〇

四 、 九 〇 〇

附 属 照 明 設 備 三 十 分 に つ き 二 、 五 〇 〇

個 人

中 学 生 以 下 の 者 一 人 一 回 に つ き 二 五 〇 を

サ ツ キ と メ

イ の 家 使 用

料

そ の 他 の 者 一 人 一 回 に つ き 五 〇 〇

団 体 （ 二

十 人 以

上 ）

中 学 生 以 下 の 者 一 人 一 回 に つ き 二 〇 〇

そ の 他 の 者 一 人 一 回 に つ き 四 〇 〇
」

「
多 目 的 広 場

使 用 料

多 目 的 広 場

二 時 間 に つ き

四 時 間 に つ き

八 時 間 に つ き

一 、 六 〇 〇

三 、 二 〇 〇

四 、 九 〇 〇 に 、

附 属 照 明 設 備 三 十 分 に つ き 二 、 五 〇 〇
」

「 二 輪 自 動 車 又 は 原 動 機 付 自 転

車 一 台 一 回 に つ き 二 〇 〇

駐 車 場 使 用

料 普 通 自 動 車 一 台 一 回 に つ き 四 〇 〇 を

大 型 自 動 車 一 台 一 回 に つ き 一 、 六 〇 〇
」

「 ア イ ス ス

ケ ー ト 場

又 は 体 育

館 に 附 属

す る コ イ

小 型 一 箱 一 回 に つ き 三 〇 〇

コ イ ン ロ ッ 中 型 一 箱 一 回 に つ き 五 〇 〇
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カ ー 使 用 料 ン ロ ッ カ

ー 以 外 の

コ イ ン

ロ ッ カ ー

大 型 一 箱 一 回 に つ き 六 〇 〇

ク ロ ー ク 使

用 料 一 個 一 回 に つ き 六 〇 〇

二 輪 自 動 車 又 は 原

動 機 付 自 転 車

駐 車 場 へ の 入 場 の

時 か ら 出 場 の 時 ま

で に 経 過 し た 時 間

が 一 時 間 三 十 分 を

超 え る 利 用 一 回 、

一 台 に つ き

二 〇 〇

通
常

期

普 通 自 動 車

駐 車 場 へ の 入 場 の

時 か ら 出 場 の 時 ま

で に 経 過 し た 時 間

が 一 時 間 三 十 分 を

超 え る 利 用 一 回 、

一 台 に つ き

五 〇 〇

一 般
駐 車

大 型 自 動 車

駐 車 場 へ の 入 場 の

時 か ら 出 場 の 時 ま

で に 経 過 し た 時 間

が 一 時 間 三 十 分 を

超 え る 利 用 一 回 、

一 台 に つ き

一 、 七 〇 〇

に 改 め 、

駐 車 場 使 用

料

二 輪 自 動 車 又 は 原

動 機 付 自 転 車

駐 車 場 へ の 入 場 の

時 か ら 出 場 の 時 ま

で に 経 過 し た 時 間

が 一 時 間 三 十 分 を

超 え る 利 用 一 回 、

一 台 に つ き

四 〇 〇

混
雑

期

普 通 自 動 車

駐 車 場 へ の 入 場 の

時 か ら 出 場 の 時 ま

で に 経 過 し た 時 間

が 一 時 間 三 十 分 を

超 え る 利 用 一 回 、

一 台 に つ き

一 、 〇 〇 〇

大 型 自 動 車

駐 車 場 へ の 入 場 の

時 か ら 出 場 の 時 ま

で に 経 過 し た 時 間

が 一 時 間 三 十 分 を

超 え る 利 用 一 回 、

一 台 に つ き

三 、 四 〇 〇

回 数 駐 車 普 通 自 動 車

駐 車 場 へ の 入 場 の

時 か ら 出 場 の 時 ま

で に 経 過 し た 時 間

が 一 時 間 三 十 分 を

超 え る 利 用 十 一

回 、 一 台 に つ き

五 、 〇 〇 〇

同 表 備 考 第 二 号 中 チ を ヌ と し 、 ホ か ら ト ま で を ト か ら リ ま で と し 、 ニ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

　　 ホ　 通 常 期　 混 雑 期 以 外 の 期 間 を い う 。

ヘ　 混 雑 期　 土 曜 日 、 日 曜 日 、 休 日 並 び に 四 月 二 十 九 日 か ら 五 月 五 日 ま で 及 び 八 月 十 三 日 か

ら 同 月 十 五 日 ま で の 期 間 そ の 他 愛 ・ 地 球 博 記 念 公 園 の 駐 車 場 の 混 雑 が 予 想 さ れ る 期 間 と し
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て 知 事 が 定 め る 期 間 を い う 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 令 和 四 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 一 愛 ・ 地 球 博 記 念 公 園 の 項 の 改

正 規 定 中 サ ツ キ と メ イ の 家 使 用 料 に 係 る 部 分 は 公 布 の 日 か ら 、 同 項 の 改 正 規 定 （ 駐 車 場 使 用 料 に

係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 同 表 備 考 第 二 号 の 改 正 規 定 は 同 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 ア ジ ア 競 技 大 会 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 四 年 七 月 五 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章

愛 知 県 条 例 第 四 十 三 号

　　　 ア ジ ア 競 技 大 会 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 ア ジ ア 競 技 大 会 基 金 条 例 （ 令 和 四 年 愛 知 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

　　　 ア ジ ア ・ ア ジ ア パ ラ 競 技 大 会 基 金 条 例

　 第 一 条 中 「 第 二 十 回 ア ジ ア 競 技 大 会 」 の 下 に 「 及 び 第 五 回 ア ジ ア パ ラ 競 技 大 会 」 を 加 え 、 「 ア ジ

ア 競 技 大 会 基 金 」 を 「 ア ジ ア ・ ア ジ ア パ ラ 競 技 大 会 基 金 」 に 改 め る 。

　 第 六 条 中 「 第 二 十 回 ア ジ ア 競 技 大 会 」 の 下 に 「 及 び 第 五 回 ア ジ ア パ ラ 競 技 大 会 」 を 加 え る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。




